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伊
丹
大
使
の
宮
本
輝
さ
ん
な
ど
5
人
が
受
章

ほ
う
し
ょ
う

「
春
の
叙
勲
・
褒
章
」
が
４
月
２９

日
付
で
発
令
さ
れ
、
市
内
か
ら
５
人

の
皆
さ
ん
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
（
敬

称
略
。
順
不
同
）
。

き
ょ
く

じ
つ
し
ょ
う

じ
ゅ

【
旭
日
小
綬
章
】
▽
宮
本
輝
!
小

そ
う
こ
う

説
家
【
旭
日
双
光
章
】
▽
川
上
八
郎ずい

!
元
市
議
会
議
員
、
昆
陽
南
５
【
瑞

ほ
う宝
双
光
章
】
▽
原
田
尚
人
!
元
奈
良おう

行
政
評
価
事
務
所
長
、
千
僧
２
【
黄

じ
ゅ綬
褒
章
】
▽
荒
川
勝
博
!
三
菱
電
機

㈱
生
産
技
術
セ
ン
タ
ー
製
造
支
援
部

キ
ー
パ
ー
ツ
製
造
課
班
長
、
野
間

８
。希

望
に
よ
り
、
受
章
者
全
員
の
氏

名
・
住
所
は
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
。

◆
児
童
手
当
な
ど
各
種
手
当

市

は
、
次
の
各
種
手
当
を
支
給
し
て
い

ま
す
。

▽
交
通
遺
児
等
学
業
援
助
資
金
▽

児
童
手
当
▽
児
童
扶
養
手
当
▽
特
別

児
童
扶
養
手
当
▽
障
害
児
福
祉
手
当

▽
重
度
心
身
障
害
児
介
護
手
当
。

対
象
な
ど
詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
読
み
取
り
可
）

か
ら
確
認
を
。

問
市
こ
ど
も
福
祉
課
!

７８４
・
８
０

３
０
。

◆
特
別
障
害
者
手
当
な
ど
各
種
手
当

市
は
、
次
の
各
種
手
当
を
支
給
し
て

い
ま
す
。

▽
特
別
障
害
者
手
当
▽
重
度
心
身

障
害
者
介
護
手
当
▽
高
齢
者
特
別
給

付
金
▽
障
害
者
特
別
給
付
金
。

対
象
な
ど
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
右
下
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
読

み
取
り
可
）
か
ら
確

認
を
。

ま
た
、
バ
ス
・
タ
ク

シ
ー
券
を
下
表
の
通

り
交
付
し
て
い
ま
す
（
両
券
の
併
給

不
可
）
。
対
象
者
は
市
役
所
１
階
の

地
域
・
高
年
福
祉
課
で
手
続
き
を
。

問
市
地
域
・
高
年
福
祉
課
!

７８４
・

８
０
９
９
。

◆
幼
稚
園
の
み
ん
な
の
ひ
ろ
ば
を
開

催

市
は
、
園
児
と
の
交
流
や
友
だ

ち
作
り
な
ど
を
行
う
「
み
ん
な
の
ひ

ろ
ば
」
を
次
の
通
り
開
催
し
ま
す
。

い
ず
れ
も
午
前
９
時
半
〜
１０
時
に
受

け
付
け
。

【
開
催
園
】
▽
あ
り
お
か
▽
伊
丹

▽
い
け
じ
り
▽
み
ず
ほ
▽
こ
う
の
い

け
▽
お
ぎ
の
▽
せ
つ
よ
う
▽
こ
や
の

さ
と
。

【
対
象
】
１
〜
４
歳
と
そ
の
保
護

者
。【

参
加
料
】
無
料
（
親
子
と
も
に

名
札
・
上
靴
・
靴
袋
持
参
）
。

当
日
直
接
、
会
場
へ
。
日
程
な
ど

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
下
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
読
み
取

り
可
）
か
ら
確
認

を
。問

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
!

７７１
・

１
１
５
２
。
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マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
は
、
「
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
サ

ー
ビ
ス
」
を
提
供

す
る
事
業
者
を
通

じ
て
、
チ
ャ
ー
ジ

か
買
い
物
に
対
し

て
利
用
額
の
２５
㌫

（
上
限
５
千
円

分
）
の
ポ
イ
ン
ト

が
付
与
さ
れ
る
仕

組
み
で
す
。
貯
ま

っ
た
ポ
イ
ン
ト
は

同
決
済
サ
ー
ビ
ス

が
利
用
で
き
る
店

舗
な
ど
で
利
用
で

き
ま
す
。

同
ポ
イ
ン
ト
を

利
用
す
る
た
め
に

は
マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
の
登
録
が
必
要
で

す
。
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
付
き
の

パ
ソ
コ
ン
や
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ

ス
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
市
市

民
課
窓
口
で
登
録
可
。

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休
日
申

請
・
交
付

５
月
３１
日
、
６
月
２８
日

の
日
曜
午
前
９
時
〜
午
後
１
時
、
市

役
所
１
階
の
市
民
課
１
番
窓
口
で
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
休
日
申
請
・

交
付
を
受
け
付
け
ま
す
。

同
日
、
住
民
票
の
写
し
・
印
鑑
登

録
証
明
書
の
交
付
や
印
鑑
登
録
の
受

け
付
け
を
し
ま
す
。

＊

＊

問
市
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担
当

!

７８４
・
８
１
２
１
。

◆
国
民
健
康
保
険
税
を
改
定

市

は
、
令
和
２
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
に
つ
い
て
、
基

礎
課
税
額
（
医
療

分
）
と
介
護
納
付

金
課
税
額
の
賦
課

限
度
額
を
下
表
１

の
通
り
改
定
し
ま

す
（
税
率
は
従
前

の
通
り
）
。

ま
た
、
低
所
得

者
へ
の
軽
減
措
置

の
う
ち
５
割
・
２

割
軽
減
の
判
定
基

準
と
な
る
所
得
金

額
を
下
表
２
の
通

り
改
定
し
ま
す
。

問
市
国
保
年
金

課
!

７８４
・
８
０
４

０
。

9月から実施予定
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広
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１
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０
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藤
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井
❸
藤
❹
奥
❺
井
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藤
❼
井
❽
奥
❾
藤

伊丹大使の宮本輝さん

表１ 令和２年度 市国民健康保険税の改定内容

バス・タクシー券

※１「基準総所得金額」は前年中（平成３１年１月～令和元年１２月）の収入から公的年金等控除や給与所得控
除、必要経費などを差し引き、さらに基礎控除（３３万円）を差し引いた額
※２（ ）内は、前年度との増減額

表２ 令和２年度の５割・２割軽減判定基準
"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$"$

多
様
性
を
認
め
合
う

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
を
導
入

市
は
、
５
月
１５
日
か
ら
「
伊
丹
市

同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制

度
」
を
導
入
し
ま
す
。

同
制
度
で
は
、
双
方
か
一
方
が
性

的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
２
人
が

お
互
い
を
人
生
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す

る
宣
誓
を
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
市

が
宣
誓
書
受
領
証
を
交
付
し
、
地
域

社
会
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
支

援
す
る
と
と
も
に
、
誰
も
が
自
分
ら

し
く
生
き
ら
れ
る
社
会
の
実
現
を
目

指
し
ま
す
。

同
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
市
営
住

宅
の
入
居
手
続
き
や
病
院
な
ど
で
２

人
の
関
係
性
を
示
す
資
料
と
し
て
同

受
領
証
を
提
示
で
き
、
よ
り
円
滑
な

対
応
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま

す
。詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

確
認
を
。

問
市
同
和
・
人
権
推
進
課
!

７８４
・

８
０
７
７
。

◆
障
害
者
就
労
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業

市
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
に
就
労
の

場
を
提
供
し
、
就
労
意
識
と
意
欲
、

技
能
の
向
上
を
目
指
す
こ
と
を
目
的

と
し
た
就
労
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
を
行

い
ま
す
。
登
録
制
。

対
象
は
市
内
在
住
で
障
害
者
手
帳

を
持
つ
人
（
取
得
見
込
み
の
人
含

む
）
。
賃
金
は
県
最
低
賃
金
。

就
労
内
容
な
ど
は
次
の
通
り
。
い

ず
れ
も
募
集
人
数
は
各
期
２
人
。

【
返
却
図
書
の
整
理
】
▽
勤
務
期

間
!
８
〜
１１
月
、
１２
月
〜
来
年
３
月

の
平
日
週
２
日
、
午
後
１
〜
４
時
▽
ぐ
ら

勤
務
場
所
!
図
書
館
「
こ
と
ば
蔵
」

▽
内
容
!
図
書
の
ラ
ベ
ル
に
書
か
れ

た
平
仮
名
・
カ
タ
カ
ナ
・
数
字
・
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
基
に
図
書
を
分
類

し
、
棚
に
戻
す
作
業
。

【
公
用
自
動
車
の
洗
車
（
右
写

真
）
】
▽
勤
務
期
間
!
９
月
、
来
年

３
月
の
平
日
午
後
１
〜
４
時
▽
勤
務

場
所
!
市
役
所
▽
内
容
!
公
用
自
動

車
を
水
と
洗
剤
で
洗
い
、
タ
オ
ル
で

拭
き
上
げ
て
車
内
を
清
掃
す
る
作

業
。【

会
計
文
書
の
整
理
】
▽
勤
務
期

間
!
１０
月
１４
日
〜
１１
月
１３
日
の
平
日

午
前
１０
時
〜
午
後
４
時
▽
勤
務
場
所

!
市
役
所
▽
内
容
!
文
書
に
記
載
さ

れ
た
漢
字
を
基
に
文
書
を
分
類
し
、

フ
ァ
イ
ル
に
つ
づ
る
作
業
（
計
算
作

業
な
し
）
。

$
市
役
所
１
階
の
障
害
福
祉
課
か

地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
応

募
用
紙
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
６

月
１２
日
ま
で
に
郵
送
（
必
着
）
で
〒

６６４
・
８
５
０
３
伊
丹
市
役
所
障
害
福

祉
課
へ
。
選
考
あ
り
。

◎
各
作
業
の
支
援
員

経
験
不
問
。

勤
務
内
容
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
に

各
作
業
で
付
き
添
い
、
作
業
を
支
援

し
ま
す
。
賃
金
は
市
会
計
年
度
任
用

職
員
賃
金
。

応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
市
障
害

福
祉
課
へ
。＊

＊

問
市
障
害
福
祉
課
!

７８４
・
８
０
３

２
、
フ
ァ
ク
ス
７８４
・
８
０
３
６
。
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社
に
込
め
た
思
い

そ
う
が
ま
え

有
岡
城
惣
構
の
北
端
「
き
し
の

と
り
で砦
」
跡
（
国
指
定
史
跡
）
に
鎮
座

す
る
猪
名
野
神
社
は
、
江
戸
時
代

の
の
み
や

ご
う
ち
ょ
う

は
野
宮
と
呼
ば
れ
、
伊
丹
郷
町
の

氏
神
と
し
て
酒
造
家
や
領
主
近
衞

家
の
寄
進
を
受
け
発
展
し
て
き
ま

し
た
。
今
年
３
月
に
県
重
要
有
形

文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
本
殿
・
拝

へ
い
で
ん

む
な
ふ
だ

殿
・
弊
殿
（
附

棟
札
１０
枚
）
の

他
、
多
く
の
境
内
社
を
有
し
ま

す
。

今
回
は
そ
の
一
つ
、
新
宮
神
社
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

新
宮
神
社
は
、
棟
札
や
古
文
書
に

よ
る
と
、
郷
町
の
領
主
で
あ
る
近
衞

た
だ
ひ
ろ

忠
𠘑
（
１
８
０
８
〜
１
８
９
８
年
）

の
厳
命
に
よ
っ
て
文
政
１０
（
１
８
２

７
）
年
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
以
前

か
ら
境
内
社
と
し
て
独
立
し
て
鎮
座

し
て
い
た
、
春
日
・
松
尾
・
住
吉
の

あ
い
ど
の

三
社
を
相
殿
（
一
社
殿
の
中
に
二
柱

ご
う

し

以
上
の
神
様
を
合
祀
す
る
こ
と
）
と

し
た
よ
う
で
す
。

春
日
社
は
、
現
奈
良
市
に
あ
る
春

日
大
社
か
ら
分
社
さ
れ
ま
し
た
。
春
う
じ
の

日
大
社
は
創
建
以
降
、
藤
原
氏
の
氏

や
し
ろ社
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
藤

原
氏
は
近
衞
家
の
本
姓
で
す
。

松
尾
社
は
、
現
京
都
市
に
あ
る
松

尾
大
社
か
ら
分
社
さ
れ
ま
し
た
。
松

尾
神
は
酒
の
神
様
と
し
て
知
ら
れ
、

酒
造
関
係
者
に
あ
つ
く
信
仰
さ
れ
て

い
ま
す
。

そ
し
て
、
住
吉
社
は
、
現
大
阪
市

に
あ
る
住
吉
大
社
か
ら
分
社
さ
れ
ま

し
た
。
住
吉
神
は
海
上
交
通
守
護
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
相
殿
が
建
立
さ
れ
た
文
政
期

と
い
え
ば
、
近
衞
家
の
酒
造
奨
励
も

あ
り
、
伊
丹
郷
町
が
江
戸
積
酒
造
業

で
最
も
栄
え
た
と
さ
れ
る
時
期
で

す
。
江
戸
積
酒
造
業
で
は
、
多
く
の

伊
丹
酒
が
樽
廻
船
で
江
戸
へ
と
運
ば

れ
ま
し
た
。

近
衞
家
（
藤
原
氏
）
の
氏
社
で
あ

る
春
日
社
と
、
酒
の
神
様
で
あ
る
松

尾
社
、
そ
し
て
海
上
交
通
守
護
の
住

吉
社
。

忠
𠘑
が
な
ぜ
、
こ
の
三
社
を
相
殿

と
し
て
、
郷
町
の
氏
神
で
あ
る
野
宮

の
境
内
に
新
し
く
社
を
建
立
し
た
の

か
。
そ
れ
は
、
伊
丹
に
お
け
る
江
戸

積
酒
造
業
の
発
展
、
ひ
い
て
は
、
郷

町
と
近
衞
家
の
隆
盛
を
願
っ
て
の
こ

と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。問

博
物
館
!

７８３
・
０
５
８
２
。

※３ 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行
した者を含む

新
宮
神
社

交付対象者
▷市内に継続して１年以上居住している７０歳以上の人▷身体
障害者手帳１～４級、療育手帳Ａ・Ｂ１判定、精神障害者保
健福祉手帳１・２級の交付を受けている人▷戦傷病者手帳を
所持する人（所得制限あり）▷被爆者健康手帳を所持する人
（所得制限あり）
▷身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定、精神障害者保
健福祉手帳１級の交付を受けている人▷６５歳以上で要介護４
か５の在宅寝たきり高齢者

種類

市バス特別
乗車証（無
料乗車証）

福祉タクシ
ー利用券

被保険者
均等割額
被保険者
１人につき
徴収する額

!
#

#
%

"
$

$
&

世帯別
平等割額
世帯につき
徴収する額

!
#

%

"
$

&

所得割税率
基準総所
得金額
（※１）に
掛ける率

!
#
#
#

#
%

"
$
$
$

$
&

賦課限度額
年間課税
額の上限

!
#

%

"
$

&

基礎課税額

（医療分）
２万５２００円 ２万２０００円 ７．８９％

６３万円

（＋２万円）※２

後期高齢者

支援金等課税額
９５００円 ７４００円 ２．４７％ １９万円

介護納付金

課税額
１万１８００円 ９３００円 ２．０９％

１７万円

（＋１万円）※２

軽減判定基準

５割

軽減

世帯の前年所得が

｛３３万円＋（２８．５万円×被保険者数※３）｝以下であること

２割

軽減

世帯の前年所得が

｛３３万円＋（５２万円×被保険者数※３）｝以下であること


